
中学校部活動補助事業補助金交付要綱 

 

（平成１９年３月３０日告示第１２０号） 

 

改正  平成２２年１月２６日告示第１１号  平成２５年３月２５日告示第５３号 

    平成２８年３月２３日告示第３９号  平成３１年３月１３日告示第２９号 

    令和４年３月１８日告示第３４号  令和５年３月１４日告示第３０号 

    令和８年３月２６日告示第４２号 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、富里市立各中学校部活動の振興を図るため、富里市立各中学

校に対し、活動事業及び大会参加事業に要する経費について、予算の範囲内

において、富里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」

という。）及びこの要綱に基づき補助金を交付する。 

 （補助対象事業等） 

第２条 補助対象となる事業の種目、経費及び補助額は、別表のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第３条 規則第５条の規定により、各校長は、事業を着手する前に、補助金等

交付申請書を市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により、当該申請者に対し

通知するものとする。 

 （実績報告） 

第５条 規則第１５条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業

の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る

年度の終了の日のいずれか早い期日までに補助金等実績報告書を市長に提出

しなければならない。 

（交付請求） 

第６条 規則第１８条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、

補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則  

 この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 



   附 則（平成２２年１月２６日告示第１１号） 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２５日告示第５３号） 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２３日告示第３９号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月１３日告示第２９号） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月１８日告示第３４号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２６日告示第４２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事業の種目 対象経費 限度額 

活動事業 消耗品費、用具購入費 学校ごとに、学級数に

30,000 円を乗じた額

とする。 大会参加事業 報償費、大会・選手登録費、

大会参加費・大会保険料 

 


